
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

  

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                        

   

  

○ 問い合わせ  松本市役所高齢福祉課福祉担当 電話 ３４－３４９２  

          ＦＡＸ３４－３０１６ MAIL kaigo@city.matsumoto.lg.jp 
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入浴券利用日 記録カード 
〇 銭湯専用券 

〇 全施設利用券 
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 １ 

 

令和８年度 高齢者福祉入浴券の利用について（ご案内） 

  高齢者の健康増進と交流促進及び外出することでフレイルを予防することを目的に、 

市内の入浴施設の料金の助成を行います。 

 入浴券は３０枚の紙券から１枚のカード券に変更となります。 

○ 対象者 

  Ｓ３１．４．１以前生まれ 

○ 有効期間 

  Ｒ８．４．１ ～Ｒ９．３．３１ 

○ 利用枚数 

 ・銭湯専用券 ２０枚 

 ・全施設利用券１０枚 

○ 対象施設 

  裏面のとおり 

○ 自己負担 

 ・銭湯        ２００円 

 ・銭湯以外の施設 日帰り入浴料金 

          から２００円引 

（正規料金との差額は市が助成） 

1人 

年３０枚 

限り 

【カードに関する留意事項】 

カードの有効期限はＲ１３．３．３１まで 

・期間中は毎年の申請は不要です。 

・４月１日にその年の交付枚数が自動で配 

布されます。 

・使い切っても カードを捨てないでくださ 

い。 

カードの残数がわからなくなったら 

 入浴施設または高齢福祉課へカードを持

参してください。 

利用は１日１回のみ 

  

入浴券は翌年度に繰り越しできません 

  

 
【カードの使い方】 

① カードと自己負担のお金を      ② カードを施設で読み取ってもらい 

  入浴施設に持参します。     →  自己負担を払います 

 

 

 

                 

 

→③使い切った後は保管し、翌年度以降も引き続き使います。 

【留意事項】 

・今までどおり年度内はカード券の再交付はしません。 

・再発行を希望される場合は翌年度以降申請してください。 

・他人への譲渡（家族内を含む）はご遠慮ください。 

・令和８年度中に７０歳になられた方は令和９年度からの対象者です。 
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